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平成３０年５月１５日

四 国 地 方 整 備 局

指名停止等措置に係る苦情申立て回答の概要

１．苦情申立て業者名等

業 者 名 住 所

久保建設株式会社 高知県高知市春野町東諸木２６６９

２．苦情申立て年月日

平成３０年４月２４日

３．苦情申立ての内容

別紙１のとおり

４．苦情申立ての回答内容

上記苦情申立ての回答については、「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領」（平成１８年

３月３１日付け国地契第１５０号）第５により、別紙２のとおり回答した。

【指名停止等措置に係る苦情処理手続要領 第５】

（苦情申立てに対する回答）

第５ 部局長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日か

ら起算して５日以内（休日を除く。）に書面により回答するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由

があるときは、前項の回答期間を延長することができるものとする。

＜問い合わせ先＞

国土交通省 四国地方整備局

高松市サンポート３－３３ TEL ０８７－８５１－８０６１（代）

（定時以降は ０８７－８１１－８３０４）

○ 総務部経理調達課長 中 野 靖 久 （内線 ６３１１）

○ 総務部契約管理官 金 本 真 司 （内線 ６３３１）

総務部契約課長 池 本 雄 一 （内線 ２５１１）



別 紙 １













別 紙 ２ 

国 四 整 契 第２９号 
国四整経調第 ７５ 号 
平成３０年５月１４日 

 
高知県高知市春野町東諸木 2669 
久保建設株式会社 
代表取締役 川﨑 眞一郎  殿 

 
国土交通省  
四 国 地 方 整 備 局 

 
 

指名停止措置に係る苦情申立て（回答） 
 
 

「指名停止措置に係る苦情処理手続要領（平成１８年３月３１日付け国地契第１５０号）」に基

づき貴社から提出のありました平成３０年４月２４日付け「苦情申立書」に対して、下記のとお

り回答致します。 
なお、この回答に不服がある場合には、四国地方整備局に対して、平成３０年７月１９日まで

に書面により再苦情申立てをすることができます。その場合には、総務部経理調達課にその旨を 
記載した書面を提出してください。 
 

記 
 

１．回 答 
    平成３０年４月２０日付け「指名停止通知書」による３ヶ月の指名停止期間の短縮減免

は行いません。 
 
２．理 由 

 高知港三里地区防波堤（東第一）工事（その（４））の落札決定後に配置予定技術者を

配置出来ないことから、契約辞退の申し出があったことによります。 
措置期間については、国土交通省において、全国的な統一の考え方により決定したもの

であり、また、情状酌量すべき特別な事由は認められません。  
  
 
 
 

以上 
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